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特別委員会

電気通信事業政策部会

電気通信事業分野における
競争ルール等の包括的検証

【情報通信審議会】

※ 2015年の法改正の３年後見直しを含む

ネットワーク中立性
に関する研究会

プラットフォームサービス
に関する研究会

モバイル市場の競争環境
に関する研究会

消費者保護ルールの検証
に関するＷＧ

基盤整備等の在り方検討ＷＧ次世代競争ルール検討ＷＧ グローバル課題検討ＷＧ

ユニバーサルサービス制度を含めた
基盤整備等に関する政策の在り方 等

 2018年８月、「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」を情報通信審議会に諮問。
 特別委員会を設置して検討するとともに、各研究会の検討結果を特別委員会に集約。
 2019年８月に中間答申、12月に最終答申。

1包括的検証に係る検討

当面の
対応

 NTT東西は電話の提供にあたり全ての設備を自ら設置することが義務づけられているが、辺地等においては極めて不経済となり、
「全国あまねく提供」に支障が生じるおそれがある場合があることから、NTT東西に対し、携帯電話網を含む他者設備の利用を
例外的に認めるための制度整備を迅速に進める。

 例外的な他者設備の利用にあたり、以下の要件を満たすことを確認するため、認可制を導入。

• 他者設備の利用を認める範囲について総務省において基準を明確化（災害復旧の一時的利用にも留意）

• 安定的なサービス提供のための体制、適切なサービス品質、他者設備の調達における公正環境の確保 等

答申概要（電話サービスの持続可能性の確保）



2電気通信事業法及びＮＴＴ法の一部を改正する法律について

 「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」（2019年12月情報通信審議会答申）では、辺地、離島等の地域に
おいて電話の提供に用いるメタル回線について、老朽化した場合の再敷設や、豪雨災害等により故障した場合の補修が大きな
経済的負担となっていることを踏まえ、ＮＴＴ東西による他者設備利用（携帯電話網）の活用等、提供手段の効率化を実現し、
将来にわたり電話を低廉に利用できる状況を持続的に確保する旨が提言。

 上記答申を踏まえ、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」を第201回通常
国会に提出し、2020年５月22日に公布（令和２年法律第30号）。答申を踏まえた改正部分は、公布日から１年以内に施行。

法律の概要

■NTT東西が提供する加入電話は、自社設備による提供が
義務付けられ、赤字が発生しており、人口減少の急速な
進展に伴い経済的負担が更に膨らむおそれ。

NTT東西が、所要の要件※を満たす場合に限って、総務大臣
の認可により、他の電気通信事業者の設備（無線設備）を用
いて電話を提供することを可能とする等の制度整備を行う。

☜ 加入電話の収支はNTT東西で361億円の赤字（2018年度）

※ 利用範囲、安定的な提供体制、公正な設備調達等

■昨今の災害発生状況を踏まえ、災害時の加入電話の迅速
な復旧が課題。

携帯電話事業者の
基地局を活用した提供

携帯電話基地局

×老朽化・故障

メタル回線による提供

×

メタル海底ケーブル等
による提供

×老朽化・故障

携帯電話
基地局

携帯電話事業者の
基地局を活用した提供

他者設備の利用イメージ（想定）

■山間エリア

■離島エリア

適格電気通信事業者に対して総務省令で定める技術基準へ
の適合維持を義務付ける等の制度整備を行う。

【NTT法関係】

【電気通信事業法関係】
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